
議 第  ７３   号  

令和２年１０月２２日  

 

 

令和３年度（２０２１年度）教職員異動方針について  

 令和３年度（２０２１年度）教職員異動方針について、別紙のとおり制定し

たいので議決を求める。  

 

 

                熊本市教育長   遠藤 洋路  

 

 

 

 

（提出理由）  

 熊本市教育委員会教育長事務委任等規則（昭和２７年教育委員会規則第６号）

第１条第５号の規定により議決を求める必要がある。  

 これが、この議案を提出する理由である。  
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令和３年度（２０２１年度）教職員異動方針（案） 

 

熊本市教育委員会 

 

本市教育委員会は、学校教育の充実振興を図るため、次の方針の

下に異動を行う。 

 

１ 全市的視野に立ち、勤務実績に基づき計画的に適材を適所に配

置する。 

 

２ 職員組織の適正化のため、人事交流を積極的に行う。 

 

３ 校長、園長及び教頭の人事については、指導運営能力等を総合

的に勘案の上、適材を確保し、適所に配置する。 

 

４ 新規採用教職員については、適材を確保し、将来にわたっての

育成も考慮しながら適所に配置する。 
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令和３年度（２０２１年度）熊本市立幼稚園教職員異動細則（案） 

 

１ 定義 

  この細則において「教職員」とは、市立幼稚園に勤務する園長及び教諭をいう。 

 

２ 教諭の転任等について 

(１) 勤務実績に基づき、教諭の適性や能力の発揮に留意する。 

 

(２) 園運営面から教諭の免許、指導力、性別、年齢、経歴等を考慮し、適材を適

所に配置する。 

 

(３) 現任園勤務が３年以上の者を原則として異動の対象とし、現任園に引き続き

７年以上勤務の者については、優先的に異動を行う。 

 

(４) 同一園に三親等以内の者が勤務しないように考慮する。 

 

(５) 特別支援教育の充実と振興を図るため、適材の確保に努め、その配置に留

意する。 

 

(６) 小学校との校種間交流を行う。 

 

(７) 地域社会における信望、その他の見地から本人の環境を変える必要がある

場合は、異動を考慮する。 

 

３ 管理職の任用について 

園長は、全市的視野に立ち、人物、教育的識見、園経営能力、指導力等を総合

的に勘案し、適材を確保し、適所に配置する。 

 

４ 新規採用について 

  教諭の採用は、採用候補者名簿に登載された者の中から行う。 

参考 
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令和３年度（２０２１年度）熊本市立小中学校教職員異動細則（案） 

 

１ 定義 

  この細則において「教職員」とは、市立の小学校又は中学校に勤務する校長、教頭、主

幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員をいう。 

 

２ 教職員（校長及び教頭を除く。）の転任等について 

（１）勤務実績に基づき、教職員の適性や能力の発揮に留意する。 

（２）学校運営面から教職員の免許、指導力、性別、年齢、経歴等を考慮し、適材を適所

に配置する。 

（３）初任以来３年経過した者については、原則として異動（熊本県との研修交流による

他管内への異動を含む。）を行う。なお、熊本県との研修交流の対象者は、教諭のみ

とする。 

（４）次の者については優先的に異動を行う。 

ア 現任校に引き続き７年以上勤務の者 

イ 同一地域内に引き続き１５年以上勤務の者 

ウ 初任校から（３）により他校種の学校に異動し、その学校で３年以上勤務の教諭 

エ 通常学級担当として勤務した初任校から（３）により特別支援学級担当として他

の学校に異動し、その学校で３年以上勤務の教諭 

（５）次の者については、原則として異動を行わない。 

ア 同一校勤務２年未満の者 

イ 初任以来３年未満の者 

（６）同一校に三親等以内の者が勤務しないように考慮する。 

（７）特別支援教育の充実と振興を図るため、適材の確保に努め、その配置に留意する。 

（８）幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等との校種間交流を行うととも

に、国や県等との交流も推進する。 

（９）学校全体の刷新を必要とする場合は、適切な措置を考慮する。 

（１０）地域社会における信望、その他の見地から本人の環境を変える必要がある場合は、

異動を考慮する。 

 

３ 管理職の任用について 

（１）校長及び教頭は、全市的視野に立ち、人物、教育的識見、学校経営能力、指導力等

を総合的に勘案し、適材を確保し、適所に配置する。 

（２）校長及び教頭は、市立の学校のほか、熊本県との研修交流により他管内に配置する。 

 

４ 新規採用及び配置について 

（１）教職員の採用は、各採用候補者名簿に登載された者の中から行う。 

（２）上記（１）により採用した教職員については、全市的視野に立ち、一定規模以上の

学校に配置することを原則とする。 
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令和３年度（２０２１年度）熊本市立高等学校及び専修学校教職員異動細則（案） 

 

１ 定義 

この細則において「教職員」とは、市立高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養

護教諭及び実習助手並びに市立総合ビジネス専門学校に勤務する校長、教頭及

び教員をいう。 

 

２ 教職員（校長及び教頭を除く。）の転任等について 

（１） 勤務実績に基づき、教職員の適性や能力の発揮に留意する。 

 

（２） 学校運営面から教職員の免許、指導力、性別、年齢、経歴等を考慮し、適材

を適所に配置する。 

 

（３） 現任校勤務が３年以上の者を原則として異動の対象とし、現任校に引き続き

７年以上勤務の者については、優先的に異動を行う。 

 

（４） 同一校に三親等以内の者が勤務しないように考慮する。 

 

（５） 中学校及び特別支援学校との校種間交流を行う。 

 

３  管理職の任用について 

校長及び教頭は、人物、教育的識見、学校経営能力、指導力等を総合的に勘

案し、適材を確保し、適所に配置する。 

 

４  新規採用について 

   教職員の採用は、採用候補者名簿に登載された者の中から行う。 
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令和３年度（２０２１年度）熊本市立特別支援学校教職員異動細則（案） 

 

１ 定義 

この細則において「教職員」とは、市立特別支援学校に勤務する校長、教頭、教

諭、養護教諭、実習助手及び事務職員をいう。 

 

２ 教職員（校長及び教頭を除く。）の転任等について 

（１） 勤務実績に基づき、教職員の適性や能力の発揮に留意する。 

 

（２） 学校運営面から教職員の免許、指導力、性別、年齢、経歴等を考慮し、適材

を適所に配置する。 

 

（３） 現任校勤務が３年以上の者を原則として異動の対象とし、現任校に引き続き

７年以上勤務の者については、優先的に異動を行う。 

 

（４） 同一校に三親等以内の者が勤務しないように考慮する。 

 

（５） 小学校、中学校及び高等学校との校種間交流を行う。 

 

（６） 地域社会における信望、その他の見地から本人の環境を変える必要がある

場合は、異動を考慮する。 

 

３  管理職の任用について 

校長及び教頭は、人物、教育的識見、学校経営能力、指導力等を総合的に勘

案し、適材を確保し、適所に配置する。 

 

6



 

令和３年度（２０２１年度） 熊本市立小中学校教職員異動細則（案） 新旧対照表 

 

改正（案） 現行 

２ 教職員（校長及び教頭を除く。）の転任等につ

いて 

（１）～（２） 略 

（３）初任以来３年経過した者については、

原則として異動（熊本県との研修交流に

よる他管内への異動を含む。）を行う。な

お、熊本県との研修交流の対象者は、教

諭のみとする。 

 

（削除） 

 

 

 

（４）次の者については優先的に異動を行う。 

ア 現任校に引き続き７年以上勤務 

の者 

イ 同一地域内に引き続き１５年以 

上勤務の者 

ウ 初任校から（３）により他校種の学

校に異動し、その学校で３年以上勤務

の教諭 

エ 通常学級担当として勤務した初任校

から（３）により特別支援学級担当と

して他の学校に異動し、その学校で３

年以上勤務の教諭 

（５）次の者については、原則として異動を

行わない。 

ア 同一校勤務２年未満の者 

イ 初任以来３年未満の者 

（６）同一校に三親等以内の者が勤務しない

ように考慮する。 

（７）特別支援教育の充実と振興を図るため、

適材の確保に努め、その配置に留意する。 

（８）幼稚園・小学校・中学校・高等学校・

特別支援学校等との校種間交流を行うと

ともに、国や県等との交流も推進する。 

（９）学校全体の刷新を必要とする場合は、

適切な措置を考慮する。 

（１０）地域社会における信望、その他の見

地から本人の環境を変える必要がある

場合は、異動を考慮する。 

２ 教職員（校長及び教頭を除く。）の転任等につ

いて 

（１）～（２） 略 

（３）平成２５年度以降に採用された者であっ

て、初任以来３年経過した者については、

原則として異動（熊本県との研修交流によ

る他管内への異動を含む。）を行う。なお、

熊本県との研修交流の対象者は、教諭のみ

とする。 

（４）平成２６年度末までに初任以来３年経過

した教諭であって、これまで他管内に配置

されていない者については、原則として他

管内への配置を行う。 

（５）次の者については優先的に異動を行う。 

ア 現任校に引き続き７年以上勤務 

の者 

イ 同一地域内に引き続き１５年以 

上勤務の者 

ウ 初任校から（３）により他校種の学

校に異動し、その学校で３年以上勤務

の教諭 

エ 通常学級担当として勤務した初任校

から（３）により特別支援学級担当と

して他の学校に異動し、その学校で３

年以上勤務の教諭 

（６）次の者については、原則として異動を行

わない。 

ア 同一校勤務２年未満の者 

イ 初任以来３年未満の者 

（７）同一校に三親等以内の者が勤務しないよ

うに考慮する。 

（８）特別支援教育の充実と振興を図るため、

適材の確保に努め、その配置に留意する。 

（９）幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特

別支援学校等との校種間交流を行うとと

もに、国や県等との交流も推進する。 

（１０）学校全体の刷新を必要とする場合は、

適切な措置を考慮する。 

（１１）地域社会における信望、その他の見地

から本人の環境を変える必要がある場合

は、異動を考慮する。 
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